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造林公社中期経営改善計画検討委員会設置要綱 

（目的）  

第１条  

一般社団法人滋賀県造林公社（以下「造林公社」という。）が健全な経営を確保しつつ設立目的

を果たしていくため、経営最終年を目標年次として策定した長期経営計画に基づき、令和８年度以

降５カ年の中期経営改善計画の策定に向け、造林公社中期経営改善計画検討委員会（以下「委員

会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条  

委員会は、次に掲げる事項を検討し意見を述べる。 

(1) 長期経営計画に基づく令和８年度以降５カ年の中期経営改善計画の案 

(2) 前(1)の計画案に関連する必要な施策等  

(3) その他目的を達成するために必要な事項 

 

（委員）  

第３条 

 委員会は、造林公社理事長が委嘱する４人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員会は、委員の互選により委員長を置く。 

３ 委員長は、委員会の事務を総括し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員のうちから委員長の指名する者をもって充てる。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは不在のときは、その職務を代理す

る。 

 

（任期） 
第４条 委員の任期は、委嘱の日から令和８年３月末日までとする。 

２ 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会議） 
第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。なお、会議へは通信機器等を用

いての出席も認めるものとする。 

３ 委員長は、必要と認めるときは会議に委員以外の者の出席を求めて意見の聴取または 資料

の提出等を求めることができる。 

４ 会議は原則として公開とする。ただし、必要に応じ会議において協議のうえ公開の可否を定め

ることができるものとする。 

 

（結果の報告） 

第６条 委員長は、第２条に規定する所掌事務の結果をとりまとめ、造林公社理事長に報告する。 

 

（事務局） 

第７条 委員会の事務局は、造林公社事務局に置く。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

  付 則 
 この要綱は、令和７年（2025 年）１０月７日から施行する。 
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＜はじめに＞ 

 

 

 分収造林事業は、戦後の著しい経済成長に伴う木材需要の急激な増大に対処すべく、昭和 33(1958)年

に制定された分収造林特別措置法に基づき、木材資源の充実と森林の有する公益的機能の維持増進を目

的に、土地所有者から借り受けた土地に造林者が費用負担者となり造林を行い、将来生長した木材を伐採

したときに、造林者と土地所有者が伐採に伴う収益を分収する仕組みの事業である。 

 

 滋賀県では、社団法人滋賀県造林公社が昭和 40(1965)年に、また財団法人びわ湖造林公社が昭和

49(1974)年に設立された。土地所有者個人による森林整備が進みにくい奥地等の条件不利地において、分

収造林方式による造林・保育事業が進められてきたが、林業の採算性の低下により債務弁済が行き詰ま

り、両公社は平成 19(2007)年に特定調停を申し立て、平成 23(2011)年に滋賀県と下流団体が約 956 億円

の債権放棄を行うことで経営再建を果たした。両公社は、平成 24(2012)年に合併し、平成 25(2013)年に

は現在の一般社団法人滋賀県造林公社（以下、「公社」という。）となった。 

 

 公社による造林・保育事業は、山村地域における就労の場の確保、水源涵養や土砂流出防止等の森林の

公益的機能の発揮のほか、原木を安定的に供給する役割などにも大きく貢献してきた。他方、木材価格の

長期的下落・低迷があり、特に近年における事業コストの増高なども相まって、公社経営を取り巻く社会

経済情勢が大きく変化している。 

 

 このような状況の中、滋賀県では、航空レーザ計測による森林解析の結果や、包括外部監査における

「長期経営計画と中期経営改善計画の齟齬」、「長期収支見通しにおける将来的な回収額の大幅な下方修

正の必要性」といった指摘を踏まえ、公社の行う分収造林事業のあり方を検討するため、令和６(2024)年

９月に、「滋賀県分収造林事業あり方検討会」（以下、「検討会」という。）を設置した。 

 

 検討会では、分収造林事業のあり方、公社林整備のあり方、債務整理の考え方、公社組織のあり方の４

つの論点から、公社の行う分収造林事業について様々な視点から議論を行ってきた。 

 

 今般、検討会における延べ５回にわたる議論、検討を経て、「公社の行う分収造林事業の今後のあり方」

に関する検討会としての議論を委員全員が一致してとりまとめたので、ここに報告するものである。 
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論点１ 分収造林事業のあり方 

＜議論のとりまとめ結果＞ 

 事務局が試算した今後の債務弁済見通しでは、分収造林事業を継続したとしても 188 億円の債務総

額に対して、概算で約 20億円の債務弁済となっており、その債務弁済を得るためには、滋賀県に約 90

億円の費用負担が生じる状況が明らかになった。そのため、特定調停で定めた伐採収益を原資に債務

を弁済するスキームは、破綻状態に陥っていると認められる。 

 分収造林事業は、超長期にわたる契約に基づく事業であり、変動要素が多く、将来に経営が改善さ

れる可能性はなくはない。しかし、令和５年の包括外部監査で「楽観的要素を排除した現実的な返済

計画が策定されるべき」と指摘されていることを踏まえれば、現時点において事業のあり方を抜本的

に見直すことが望ましいと考えられる。 

 そのため、５年～10 年程度をかけてソフトランディングを図りつつ、中長期的に分収造林事業の収

束を図っていただきたい。 

 

＜議論の経過＞ 

  まず、公社経営を続けたとしても全額の債務弁済ができないという経営の見通しを前提に、分収造林

事業をどうするべきかを検討会で議論したところ、「何らかの形でやめざるを得ないが、公社の役割全

てを行政で引き受けることは難しい」という意見や、「これまで採算林と不採算林を同時に取り扱って

きたことが公社に関する色々な判断を歪ませてきた一つの要因と考えれば、今後の役割は、採算林の経

営か不採算林の管理か、どちらかに特化していくべきではないか」という意見が出た。 

  そこで、検討会ではまず公社の役割を採算林の経営に特化することについて検討を行った。分収造林

事業を継続し、採算林事業地で公社が皆伐再造林を行う可能性について議論を行ったところ、委員から

は、「特定調停の際に、下流団体が多額の債権放棄に同意したのは、琵琶湖の水源林における公益的機

能を守っていくという約束があったからであり、滋賀県として、社会や下流団体への説明責任を考えた

際に、公社が皆伐を行うという判断には慎重になるべきではないか」との意見があった。 

  次に、公社を存続させることを前提として、役割を不採算林に特化することについて検討を行った。

委員からは、「公社の長期経営計画が実現不可能な計画であるという前提に立ったときに、長期経営計

画を現実的に達成可能な計画値に下方修正をしてでも事業を継続できるだけの経営力が公社組織に残

っているのか」という公社経営の継続性を疑問視する意見があった。もちろん、公社による事業の継続

が理想ではあるが、多くの委員からは、「現実的には公社経営を諦め、長期経営計画を廃止し、不採算

林の公益的機能の持続的発揮に特化していく方向性で分収造林事業の収束を図るべき」との意見が出

た。 

  一方で、事業の収束を図るためには、公社が森林所有者と締結する分収造林契約の解除が必要不可欠

となる。「契約者の意向を十分に踏まえた丁寧な説明と法的スキームの整理が必要」との意見もあった。 

  検討会としては、こうした議論から、公社経営を継続して分収造林事業を行うことは諦め、分収造林

事業の収束を図るべきであり、その方向でとりまとめることとした。 
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論点２ 公社林整備のあり方 

＜議論のとりまとめ結果＞ 

 公社林を採算林と不採算林に区分した上で、採算林については、土地所有者の意向を確認しつつ分

収造林契約を解除して私有林に戻すこと、その上で民間事業者と連携して林業経営を進め、積極的に

木材生産を行うべく取り組むことが望まれる。 

 不採算林については、分収造林契約を解除すると一旦は私有林に戻ることになるが、それは森林経

営管理法に基づく市町の責務に委ねることになるため、これまでの経緯を踏まえると適切ではないと

考える。今後も、公社林に対する責任を滋賀県が果たしていくことが望ましく、地域社会や下流自治

体に対して琵琶湖の水源涵養を滋賀県として守っていくことを明確に説明することが必要になってい

る。また、人口減少時代を踏まえた森林の所有権のあり方に係る問題に対して解決策を見出すために

も、土地所有者の意向を十分に踏まえつつ、県有林化などの公的管理のあり方について検討を進めて

いただきたい。 

 その上で、公的に管理する森林については、将来にわたり持続的な森林管理を実現するためにも、

不採算林に対する県の森林整備方針を策定し、県が主体となる前提で、実現可能な範囲内で市町との

連携を図る必要がある。具体的な連携のあり方については、引き続き滋賀県と市町において協議を進

めていただきたい。 

 

 ＜議論の経過＞ 

  まず、分収造林事業の収束を図るため採算林と不採算林に区分することを念頭におき、事業収束後の

公社林整備のあり方について議論を行った。 

採算林については、分収造林契約の解除により私有林として土地所有者へ返還される。そして、土地

所有者が民間事業者と連携して、積極的に林業経営を行うことが望まれるという見解で全委員が一致

した。 

  不採算林については、人口減少や林業採算性の低下により森林所有者の森林への関心が低下してい

る中で、今後も安定的に琵琶湖の水源林として管理していくためには、行政が主導的な役割を担うべき

という見解で全委員が一致した。一方で、その管理主体が森林経営管理法に基づく市町の責務に委ねる

「県と市町の連携」なのか、公社林に対する施策責任を前提とする「県単独」なのか、双方の意見が出

された。 

  これに対して、複数の委員から「森林経営管理法は、森林所有者が自分で管理できない森林を集積

し、効率的に市町で管理しようという趣旨の法律であり、現に滋賀県が造林公社という施策で管理して

いる森林に対しては、法を適用すべきではない」という意見があった。そこで、森林経営管理法に基づ

く市町の責務について議論を行った。その結果、もし現公社林に対して分収造林契約を解除し、私有林

に戻ったとしても、市町の責務に委ねるべきではないという見解で委員全員が一致した。 

  一方で、委員の中からは「公社林が私有林に戻ることによる森林環境譲与税増額分の取り扱いが不明

確」という意見や、「首長会議での議論では県の責任の範囲の考え方が決まっていない」という意見な

ど、県と市町の連携について議論の余地がまだ残っているという指摘がなされた。 

  また、全国に比べ国有林が少なく私有林が多いという滋賀県の特殊事情や、人口減少に伴い森林の管

理が十分にできない事情を抱える所有者による相続放棄が相次いでいることなど、「所有者管理を前提
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とするこれまでの森林管理の考え方を見直し、30年～50 年先を見据え、将来的にみんなで森林に関わ

れるような状態を目指すためにも、森林を公的に管理するべき」との意見が出された。 

  検討会としては、こうした議論から、公社の不採算林については県の責任を明確化するとともに、県

有林化などの公的管理により人口減少時代にふさわしい森林管理の考え方に見直していくことが必要

という結論に達した。そして、県が主体となり、不採算林を琵琶湖の水源林として持続的に保全してい

くために、公共事業としてどのような森づくりを進めていくのかという方針や、施業指針を策定し、実

現可能な範囲で県と市町が連携して森林の管理を行っていくべきという方向性でとりまとめることと

した。 

 

論点３ 債務整理の考え方 

＜議論のとりまとめ結果＞ 

 分収造林事業の収束を図るにあたっては、平成 23(2011)年の特定調停成立時に続き、再度の債務整

理が必要不可欠となる。これまでに林業公社を解散してきた他府県では、「第三セクター等改革推進

債」を活用して債務整理を行ってきたが、現在は制度の期限が切れており活用できない。 

 公社には森林資産以外に目立った資産はなく、その森林資産も大半が不採算林で財産的価値が乏し

いことや、特定調停において滋賀県と兵庫県が保有する債権に対する債務保証が行われていないこと

を勘案すれば、債権者が債権の全額を放棄せざるを得ないのではないかと考える。 

 ただし、滋賀県と兵庫県は置かれている立場が異なるため、兵庫県が保有する債権については、過

去に行われた債務整理手法との公平性や整合性に配慮しつつ、現実的に解決可能なスキームを当事者

間の任意協議により模索していただきたい。 

 

 ＜議論の経過＞ 

  まず、分収造林事業の収束を図る上で、債務整理は必須であることを前提として、事業収束にあたっ

ての債務整理の考え方について議論を行った。 

  委員からは、「最終的に債務が残ってしまうと公社は破産するほかに選択肢がない」という意見や、

「破産という選択肢は穏便ではないので避けた方が良い」との意見があった。検討会としては、公社の

経営見通しや多くの不採算林を抱える資産状況、特定調停において債権に対する債務保証ができてい

ないという事情を勘案して、債権者が債権の全額を放棄せざるを得ないという見解で全委員が一致し

た。 

  しかし、委員の中からは「債権者のうち、兵庫県は公社の設置者であり、施策責任者である滋賀県と

は立場が異なるのではないか」との意見もあった。平成 23(2011)年に成立した特定調停では、ほとん

どの下流団体が公社からの撤退を選択した中で、唯一公社の経営に関与し続けることを兵庫県自身が

選択されたという事情がある。検討会としては、債務整理の過程の中で特定調停時に行われた債務整理

手法との整合性や、既に公社から撤退された下流団体との公平性に配慮が必要ではあるが、現実的に解

決可能なスキームを模索するべきという方向性でとりまとめることとした。 

  なお、検討会では、仮に債権放棄をしたとしても、公社の果たしてきた役割を踏まえれば、十分な環

境投資だったと評価できるのではないかという議論もあった。また、複数の委員から、「県民１人あた

り約１万 3,000 円の負担増となる責任を滋賀県に指摘しておくべき」という意見や、「借金で造林を行
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う分収造林というスキームについては経営失敗という評価になるので、滋賀県には言い訳をするので

はなく真摯に反省してほしい」との意見があった。 

  一方で、「今回の債務問題は、70 年～80 年前の人達が高度経済成長を背景に、長期的な視点に立たず

借金で造林を始めたことが原因であり、国の政策に基づき県が実行したという事情もある。本当に将来

を見据えた政策だったのか疑問が残る」という意見や、「過去の特定調停の成立で下流団体との問題は

解決できたが、一切交渉に応じなかった日本政策金融公庫との問題は今でも残っている」との意見もあ

った。 

 

論点４ 公社組織のあり方 

＜議論のとりまとめ結果＞ 

 公社は、滋賀県の森林行政の発展に大きな功績を残してきたが、今般、再び債務問題が顕在化して

いる。再度の債務整理を行うにあたり、現在の公社組織については、県が始めた造林公社による分収

造林事業の結果責任や経営結果に対するけじめをつける意味において解散することが望まれる。 

 ただし、今後は、公的な森林を管理するための主体が必要となる。その主体を滋賀県の内部組織と

するのか、新たな外部団体を作るのかについては、引き続き、滋賀県で検討していただきたい。 

 

 ＜議論の経過＞ 

  まず、分収造林事業の収束を前提として、公社組織の存廃について議論を行った。 

  委員からは、「現在の状況で公社が存続し続けるのは不可能だ」という意見や、「公社存続により将来

に同様の問題を生じさせるリスクが残る」という意見、「県が公社経営をモニタリング、コントロール

しきれなかった」という意見など、これまでの経過を重く捉える指摘が多くあり、公社解散を意識した

意見が検討会としての主流であった。 

  一方で、「今後の役割を不採算林の管理に限定することを前提にした上で、公益的機能を担う組織が

必要」という意見や、「森林経営管理制度に対する市町の負担がある中で、公社を解散し、公社林を所

有者にリリースすることが時代の流れに沿っているのか」という意見、「森林を管理できない、相続で

きない事情を抱える土地所有者が増えている現状においては、公有林化を進めるための組織が必要」と

いう意見など、今後の公社林整備を担うべき後継体制整備への意見も多く出た。 

  そこで、検討会では、現在の経営を清算する前提で、公社にこうした公的な役割を与え存続させるこ

とが可能なのか、議論を行った。 

  委員からは、「技術的な問題として公社保有債務を整理するためには公社解散が必要」という意見や、

「一旦は、現在の公社の経営状況に対するけじめをつけるためにも解散すべき」との意見が多くあり、

現在の公社組織は解散すべきであるとの方向性で、委員全員の見解が一致した。合わせて、解散後には、

公的に森林を管理していくための専門の体制が必要になるとの方向性も出され、委員全員の意見が一

致した。 

  検討会としては、こうした議論から、公社組織は結果責任に対するけじめをつけるためにも解散すべ

きであるが、解散後において必要となる公的な森林を管理するための後継組織については、引き続き滋

賀県が検討すべきであるという方向性でとりまとめることとした。 
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＜おわりに＞ 

 

 

 本検討会では、分収造林事業を取り巻く現状分析と課題把握、そして長期経営計画について検証およ

び評価を行い、事業のあり方と事業収束後の公社林整備のあり方について、議論を交わしてとりまとめ

を行った。 

 

 各委員からはそれぞれの専門性に基づく様々な意見が出され、それに基づいて多様な可能性について

検討を行った。そして、分収造林事業の収束、公社の解散、債権放棄の方向性で検討いただきたいという

とりまとめをすることとなった。これは、長期的な視点をもった検討結果であると同時に、県の政策には

これまでとは違う大きな現状変更が伴うこととなる。県に対しては、反省すべきは反省し、見直すべきは

見直すことを求めたい。 

 

 検討会としては、議論が十分に煮詰められなかった点もあった。これは、検討が不十分ということでは

なく、将来に向けて多くの可能性が残されており、選択肢がたくさんあるということだと考えている。 

 

 今後、滋賀県と公社が検討会での議論のとりまとめ結果を踏まえつつ、事業収束と琵琶湖の保全に向け

た公益的機能が持続的に発揮される森林整備の両立を目指し、契約者、地域住民、林業事業者、市町およ

び県議会等広く関係者を交え、多様な視点から適宜活発な議論が行われ、新しい時代にふさわしい滋賀県

としての方針が定められることを大いに期待する。 

 

 

  



 
造林公社中期経営改善計画検討委員会会議公開方針（案） 

 

（令和７年１０月 日決定） 

 

第１ 趣旨 

 この方針は、「造林公社中期経営改善計画検討委員会設置要綱」第５条第４項および第８

条に基づき、造林公社中期経営改善計画検討委員会（以下「委員会」という。）の会議の公

開について必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 会議の公開・非公開の取扱 

１ 委員会の会議は、原則として公開するものとする。 

２ 公開することにより、造林公社または造林公社の社員もしくは出資者の事務・事業の遂

行に支障を及ぼすおそれがある場合のほか公正かつ円滑な議事運営に支障が生じるお

それがあると認められる場合等、必要に応じて委員長が委員会に諮り会議を非公開とす

ることができる。 

 

第３ 会議の開催の周知 

  委員会は、公開の会議を開催する場合（議題の一部について公開する場合を含む。） 

は、事務局においてあらかじめ会議開催案内を作成し、インターネット上のホームページへ

の掲載により周知するものとする。 

 

第４ 公開の方法等 

  委員会の会議の公開方法は、会議の傍聴および会議結果の公表の方法により行うもの

とする。 

１ 会議の傍聴 

  (1) 会議の傍聴については、傍聴希望者の内から委員長が傍聴を許可する。 

  (2) 傍聴者の定員は、１０名とする。ただし、会場の都合等やむを得ない理由がある場合

には、１０名未満の数とすることができる。 

  (3) 前２項の規定にかかわらず、委員長が特に認める者は、会議を傍聴することが  で

きる。 

  (4) 会議の一部を非公開とする場合、委員長は当該非公開議題の議事に先立ち、傍聴

者へ会場からの退席を指示するものとする。 

  (5) 傍聴者は、会議の開会時刻まで定員内で先着順により決定する。 

  (6) 委員長は、公開の会議の秩序を維持するため、必要な定めをすることができる。 

２ 会議結果の公表 

  (1) 公開した会議の結果については事務局において、議事概要を作成するものとする。 

  (2) 議事概要は、会議に出席した委員の確認を得て作成するものとする。 

  (3) 議事概要は、ホームページへ掲載するものとする。ただし、個人情報等公開するこ

とが不適当と認められる事項については公開しないこととすることができる。 

 

第５ その他 

本方針に定めのない事項は、委員長が委員会の意見を聞いて必要の都度定めるもの  

とする。 

資料４ 



造林公社中期経営改善計画検討委員会傍聴要領（案） 
 

（令和７年１０月 日決定） 
 
第１ 趣旨 

この要領は、「造林公社中期経営改善計画検討委員会会議公開方針」に基づき、会議の

傍聴について必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 傍聴の手続等 

会議の傍聴を希望する者は、次に掲げる事項に従わなければならない。 

(1) 会議の傍聴を希望する者は、会議の開会時刻までに、会場に設置する受付におい

て、住所、氏名その他委員長が必要と認める事項を申し出て、傍聴を申し込むものと

する。 

(2) (1)による傍聴を希望する者が定員を超え、会場に余裕があると認められる場合は、

委員長の判断により傍聴を許可できるものとする。 

(3) 会議の開会時刻以降の傍聴許可はしないものとする。 

(4) 傍聴の許可を受けた者は、係員の指示に従い、会議の会場へ入場し、所定の席に着

席しなければならない。 

(5) 前４項の規定にかかわらず、委員長が特に認める者は、会議を傍聴することができ

る。 

 

第３ 傍聴することができない者 

次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。 

(1) 銃器その他の人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者 

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、垂れ幕等を携帯している者 

(3) 鉢巻き、たすき、ゼッケン等を着用し、または携帯している者 

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機等を携帯している者 

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器を携帯している者 

(6) 酒気を帯びていると認められる者 

(7) 前各号に掲げる者のほか、会議を妨害し、または他の人に迷惑を及ぼすおそれのあ

る者 

 

第４ 傍聴人の遵守事項 

１ 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 会議に対して批評を加え、または賛否を表明する行為をしないこと。 

(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。 

(3) 委員長が認めた場合以外は、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。 

(4) みだりに席を離れないこと。 

(5) 飲食または喫煙をしないこと。 

(6) 非公開となる議題の前に指示があったときは、すみやかに会場外へ退出すること。 

(7) その他会場の秩序を乱したり、会議の支障となる行為をしないこと。 

(8) 前７号の事項を遵守するほか、会場内では、係員の指示に従うこと。 

２ 委員長は、傍聴人が前項の規定に違反したときは、注意を促し、なお注意に従わないと

きは、退場を命ずることができる。 

３ 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。 

 

第５ その他 

この要領に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

資料５ 



 

 

第４期中期経営改善計画検討委員会の進め方（案）について 

 

委員会 議事および検討項目等 

第 1 回検討委員会 
（令和７年１０月２７日） 

１ 公開及び傍聴の取り扱い等について 

２ 第４期中期経営改善計画検討委員会の進め方（案）
について 

３ 第４期中期経営改善計画（素案）の方向性について 

 各項目の方向性について意見集約等 

第１章 基本方針 

第２章 森林整備に関する事項 

第３章 木材の生産と販売に関する事項 

第４章 財務状況の改善に関する事項 

第５章 組織体制の改善に関する事項 

第６章 その他経営の改善に関し必要な事項 

 

第２回検討委員会 
（令和７年１２月１５日） 

１ 第 4 期中期経営改善計画（素案）について 

 第１回委員会での意見等を踏まえ計画素案を提出 

 素案各項目の検討および意見集約等 

 

 

第３回検討委員会 
（令和８年１月中旬）  

※後日日程調整 
 

１ 第４期中期経営改善計画（素案）の取りまとめ 

 第２回委員会での意見等を踏まえた修正案の提出

と検討 

 

 

資料６ 


